
募 集 要 領 

 

１ 業務内容 

財務省所属弦巻公務員宿舎内における清涼飲料水自動販売機（以下「自販機」という。）

の設置及び管理業務 

詳細は別添仕様書のとおり。 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１） 良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。 

（２） 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、業務を遂行するために必要な

同意を得ている者は、同条中の、特別の理由がある場合に該当する。 

（３） 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（４） 国税及び地方税を完納していること。 

（５） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な業

務の履行が確保される者であること。 

（６） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

（７） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない

こと。 

（８） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

ではないこと。 

（９） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。 

（10）  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。 

（11）  暴力団又は暴力団員及び(７)から(10)までに定める者の依頼を受けて公募に参加

しようとする者でないこと。 

（12） 免許が必要な販売商品を取り扱う場合は、当該免許を取得すること。 

（13） 自販機設置事業を行うにあたっての各種法令等を遵守すること。 

 

３ 設置施設の名称及び所在地 

弦巻公務員宿舎   東京都世田谷区弦巻 5-660-4（5-33-8）  

 

４ 業務開始予定日（国有財産使用許可開始予定日） 

令和８年４月１日（水） 



 

５ 戸数 

  独身用（入居者は全て男性） 

弦巻公務員宿舎  36 戸 

 

６ 施設概要 

（１） 自動販売機等使用許可面積（現状） 

別紙 1 のとおり 

なお、自販機の設置機種や設置台数により面積が増減する場合は、実測の上、面

積を決定する。 

（２） 施設平面図 

別紙 2 のとおり 

 

７  企画提案書等の提出 

  次の書類を下記８に定める提出場所及び提出期限までに提出すること。 

（１） 企画提案書（Ａ4、任意様式、4 部） 

    ※ 審査の公平を期すため、うち 3 部については参加事業者及び参加者名が判る表

現を伏せた状態で提出すること。 

※ 併せて、「業務概要（要約版）」（様式 1-1）及び「商品種別等提案書」（様式 1-

2）を提出すること。また、資料を添付してもよい。 

※「業務概要（要約版）」記載項目 

イ 販売予定の商品等（販売予定商品、販売予定商品数、販売機メーカー等） 

ロ 販売価格 

ハ 自動販売機の機能（キャッシュレス対応、環境配慮、省エネルギー、災害時

対策 等） 

ニ 自動販売機設置後のアフターサービス（商品補充、故障時対応、衛生管理方

法 等） 

ホ １㎡あたりの国有財産使用料（年間使用料、消費税及び地方消費税（10％）

相当額を含む。）に設置予定面積を乗じて算出した額  

（２）添付書類（1 部） 

【法人】 

イ 業務確約書（様式 2） 

ロ 会社の登記簿謄本 

ハ 直近 3 年間の決算書（貸借対照表、損益計算書） 

ニ 納税証明書（その 3 の 3（法人税、消費税及び地方消費税）） 

ホ 会社概要（様式 3） 

ヘ フランチャイズ契約を締結する場合は、それを証明するもの（様式 4） 

ト 誓約書（様式 5） 

チ 役員等名簿（様式 6） 

リ 免許が必要な販売商品を取り扱う場合の、当該免許の写し 

 

 



【個人】 

イ 業務確約書（様式 2） 

ロ 直近 3 年間の確定（修正）申告書（控）の写し 

ハ 直近 3 年間の青色申告決算書若しくは収支内訳書の写し 

ニ 納税証明書（その 3 の 2（申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方

消費税）） 

ホ 履歴書（任意様式） 

ヘ フランチャイズ契約を締結する場合は、それを証明するもの（様式 4） 

ト 誓約書（様式 5） 

チ 役員等名簿（様式 6） 

リ 免許が必要な販売商品を取り扱う場合の、当該免許の写し 

 

８ 企画提案書等の提出先等 

  （提 出 先）〒100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 

財務省大臣官房会計課管理室管財宿舎係 

  （提出期限）令和８年２月 20 日（金） 

（受付時間）平日９時 30 分～12 時 00 分及び 13 時 00 分～17 時 30 分 

（提出方法）企画提案書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。 

① 紙による提出 

紙による企画提案書等の提出を希望する場合には、上記提出先へ提出

すること。 

② 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第

99 号）第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に

規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便（以下「郵

便等」という。）による提出 

郵便等による企画提案書等の提出を希望する場合は、上記提出先あて

に提出すること。 

③ 上記①及び②以外の方法による企画提案書等の提出を希望する場合に

は、上記提出期限までに下記 12 の照会先に連絡すること。 

 

９ 決定方法 

提出された企画提案書等を基に事業者選定委員が「審査基準表（様式7）」のとおり審査

の上、設置予定事業者を決定する。 

審査の結果、企画提案内容及び実施能力等が同等と判断され、審査により決しない場合に

は、公開抽選を行い決定する。 

 

10 決定日 

  令和８年３月５日（木） 

  ただし、前記に定める公開抽選を行う場合は、公開抽選会開催日とする。 

  公開抽選会予定日は、令和８年３月６日（金）とする。 

 

 



11 その他 

（１） 募集要領等の取扱い 

本募集要領等は、自販機の設置及び管理業務実施のために作成したものであり、

他の目的に使用することは禁止する。 

（２） 本件に関する質問 

 本件に関する質問については、「質問書」（様式 8）を作成し、令和８年２月 18 日

（水）17 時 30 分までに、上記８の提出先へ提出すること。 

なお、FAX（03－5251－2108）による提出も可とするが、送信した際は下記 12 の

照会先へ送信した旨の連絡をすること。 

（３） 質問に対する回答 

質問者あてに個別回答後、令和８年２月 20 日（金）までの平日 9 時 30 分から 12

時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 30 分に、上記８に定める場所で開示する。 

（４） 提出した企画提案書等の取扱い 

一旦提出された企画提案書等は、いかなる理由があっても返却しない。 

（５） 企画提案書等の作成費用 

提案者負担とする。 

（６） 提出に関する注意事項 

郵便等により企画提案書等を送付する場合には、封筒に『「財務省所属弦巻公務員

宿舎内における清涼飲料水自動販売機の設置及び管理業務」の企画提案書等在中』

と朱書きし、書留郵便により上記８の提出期限までに必着するように送付しなけれ

ばならない。 

 

12 照会先 

  東京都千代田区霞が関 3－1－1 

  財務省大臣官房会計課管理室管財宿舎係 鷺池 

  電話 03－3581－4111 内線 2146 

  ＦＡＸ 03－5251－2108 



仕様書 

 

１ 業務件名 

財務省所属弦巻公務員宿舎内における清涼飲料水自動販売機の設置及び管理業務 

 

２ 業務内容 

財務省所属弦巻公務員宿舎内において、清涼飲料水を提供する自動販売機（以下「自販機」

という。）の設置及び管理（以下「業務」という。） 

 

３ 国有財産の使用許可 

（１） 本業務を行う者は、自販機の設置に係る国有財産の使用許可を得なければならない。 

（２） 国有財産の使用許可は、財務省大臣官房会計課長（以下「甲」という。）が行う。 

 

４ 国有財産の使用許可の相手方 

国有財産の使用許可の相手方（以下「乙」という。）は、以下の条件を満たしていること。 

（１） 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 

（２） 業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できるこ

と。 

（３） 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 

（４） 本仕様書の全記載事項を遵守できること。 

 

５ 国有財産使用料等 

（１） 乙は、甲に自販機及び空容器回収箱（以下「自販機等」という。）設置に係る面積に

応じた国有財産使用料を支払うこと。なお、令和８年４月１日（予定）から令和９年３

月 31 日までの期間に係る 1 平方メートル当たりの国有財産使用料の目安（消費税及び

地方消費税（10％）相当額を含む。）は、各設置施設につき以下のとおりとする。 

弦巻公務員宿舎    21,600 円 

（注：使用料は国が算定する使用料以上で提案された使用料となり、当該使用料は、

毎年度の見直しにより変動する。） 

（２） 国有財産使用料は、甲が指定する期日までに全額を前納すること。 

（３） 乙は、共益費（共用部分の電気使用料等共益の費用として応分の負担が必要なもの）

及び使用許可物件に係る光熱費等実費負担となるものについて、負担すること。 

 

６ 設置機種及び台数 

設置施設における設置機種及び台数については、以下のとおりとする。 

弦巻公務員宿舎   自販機  ○ 台 

（注：設置機種及び台数については「商品種別等提案書」（様式 1-2）のとおりとし、設置



予定事業者選定後、台数は確定する。なお、各設置場所における令和７年販売数量（別紙 1

「自動販売機等使用許可面積（現状）」を参照。）を踏まえた体制を整えること。） 

 

７ 設置場所 

自販機の設置場所については、別紙 2「施設平面図」に示す場所とする。 

なお、自販機設置場所以外への看板設置等は一切認めない。 

 

８ 業務期間等 

（１）  業務期間は、令和８年４月１日（予定）から令和 13 年３月 31 日とする。 

（２）  甲の都合による宿舎の使用中止や法令の改正等、制度改正が行われるなど特段の事由

が生じた場合には、以下のとおりとする。 

  国有財産使用許可期間に変更が生じる場合には、乙にその旨を通知するものとし、

乙は、これに同意するものとする。 

 

９ 費用負担 

本業務に伴う一切の費用は、乙の負担とする。 

 

10 名義使用の制限 

乙は、自己の営業上の取引に関して、甲の名義を使用してはならない。 

 

11 管理責任 

乙は、自らの責任において自販機等を管理し、火災、盗難の予防及び保安について常に心

掛け、いかなる事故発生の場合も甲に対し、損害の賠償その他の申し立てをしないものとす

る。 

 

12 衛生等の保持  

（１） 乙は、従業員の身元、規律の維持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その他こ

れらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければならない。 

（２）  乙は、従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律」（平成 10 年法律第 114 号）で定義されている感染症を発症した場合又はその疑

いのある場合には従事させないこと、及び甲の指定する担当職員（以下「担当職員」と

いう。）に対して速やかに報告すること。 

 

13 秘密の保持 

（１） 乙は、甲及び甲の指定する担当職員（以下「甲等」という。）の与えた指示及び本業

務の遂行上知りえた甲等の秘密情報（書面等をもって甲等が乙に提供した情報及び甲等

の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。）

の機密性を保持し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者（乙の子会社



（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。）で

ある場合を含む。）に開示してはならない。 

（２）  乙は、自らの従業員その他の者に対して前項を遵守させるために必要な措置をとらな

ければならない。 

（３） 乙は、秘密の保持が遵守されない事実が発生、若しくはその恐れがあることを知った

場合には、担当職員に対して速やかに報告しなければならない。 

 

14 損害賠償 

乙は、債務不履行の場合、秘密の保持に関する義務に違反した場合、その他業務に関して

甲に損害を与えた場合には、甲に対し一切の損害を賠償するものとする。 

 

15 自己都合による業務の解除 

乙は、自己の都合により本業務を解除しようとするときは、解除を希望する日より 3 か月

前に書面により申し出ることにより解除することができる。 

 

16 業務仕様 

（１） 乙は、本仕様書に記載の全設置施設において業務を適正に履行すること。 

（２） 本業務の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 

（３） 自販機等の設置、移設及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。 

（４） 乙は、甲が指定する場所に、乙の負担により電気等メーターを設置すること。 

（５） 乙は、本業務に要する光熱費等のほか、利用物件の維持保存のため通常必要とする修

繕費その他の経費を負担しなければならない。 

（６） 業務開始後に販売商品の入れ替えを実施する場合、乙は、担当職員の指示に従い、利

用者の需要が高い商品を提供するものとし、あらかじめ販売商品及び販売価格につき、

担当職員に届け出るものとする。 

（７） 営業許可が必要な販売商品を取り扱う場合、乙は、営業許可を取得した後、自販機を

設置すること。 

（８） 販売価格はメーカー希望小売価格を超えないこと。 

（９） 乙は、常に自販機の販売商品を点検し、新鮮な商品を補充するとともに、自販機等設

置場所周辺の清掃を行い、衛生管理についての一切の責任を負うものとする。 

（10） 乙は、自販機の故障及び商品の瑕疵等について自販機利用者又は担当職員から連絡を

受けた場合は、即時に対応すること。 

（11） 乙は、自販機ごとの毎月の販売数量及び売上金額を翌月 10 日までに、また会計年度

における本業務に関する収支計算書を翌年度 5 月末日までに担当職員に提出すること。 

（12） 乙は、設置するすべての自販機に転倒防止策を施し、また、担当職員が指示する場所

に空容器回収箱を設置し、空容器の回収を行うものとする。空容器回収箱に他社の空容

器及びごみが混在した場合も回収すること。 

（13） 乙は、本業務の従事者に係る名簿、その他担当職員の指示する書類を担当職員に提出



しなければならない。 

（14） 本業務については、｢国の環境物品等の調達の推進等に関する基本方針｣に掲げられて

いる役務の提供であること(本内容については環境省ホームページ参照）。 

     https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html   

（15） 本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、担当職員及び乙の間で

協議する。 

 



別紙１

（単位：㎡） （単位：本、個）

使用許可面積

自販機

弦巻 １階 缶・ペット 0.92 0.92 340

※販売数量は10未満を四捨五入

自動販売機等使用許可面積（現状）

（参考）
令和７年

年間販売数量
合計商品種別宿舎 フロアー

清涼飲料水自動販売機

※使用許可面積には空容器回収箱（1個）の面積を含む



別紙２

弦巻公務員宿舎

自動販売機　１台（空容器回収箱を含む）
建物　0.92㎡

施設平面図



貴社名 　　　　　　　

清涼飲料水自動販売機

項目

１ 販売予定の商品等
　　 ・販売予定商品
　　 ・販売予定商品数
　　 ・販売機メーカー　等

２ 販売価格

３ 自動販売機の機能
     ・キャッシュレス対応
　　 ・環境配慮
　　 ・省エネルギー
　　 ・災害時対策　等

４ 自動販売機設置後のアフターサービス
　　 ・商品補充
　　 ・衛生管理方法
　　 ・故障時対応　等

1㎡あたりの国有財産使用料（年額）
（消費税及び地方消費税を含む）に
設置予定面積を乗じて算出した額

弦巻公務員宿舎

（様式１－１）

業務概要（要約版）

ポイント（１００字程度）

※項目「１ 販売予定の商品等」については、商品種別及び予定商品数を「商品種別等提案書」（様式１－２）
に記載すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



（様式１－２）

清涼飲料水自動販売機

※２　商品種別欄には１つの設置場所に対して自販機１台を必ず設置することとし、
　  「缶・ペットボトル」、「カップ式」または「紙パック」等と記載すること。

商品種別等提案書

※１　商品種別の１欄は自販機１台を表している。

弦巻公務員宿舎

予定商品数宿舎 商品種別



（様式２） 

 
業務確約書 

 
 

「財務省所属弦巻公務員宿舎内における清涼飲料水自動販売機の

設置及び管理業務」の応募に関し、募集要領及び仕様書に定める業

務を適正に履行し、損害を与えた場合には一切の損害を賠償するこ

とを確約いたします。 
 
 

令和  年  月  日 
 
 
 
財務省大臣官房会計課長 殿 

 
 
 
（郵便番号）   － 

住  所 

商号又は名称 

代表者氏名                   

     担当者氏名                   

     電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３）

会 社 名

本 社 所 在 地

創 業 年　　　　月　　　　日

資 本 金 千円

代 表 者 名

上 場 の 有 無

事 業 内 容

役 員 数

従 業 員 数

担 当 営 業 所

会　社　概　要

特 色



                                    （様式４） 

フランチャイズ契約証明書 
 
 

「財務省所属弦巻公務員宿舎内における清涼飲料水自動販売機の設置及び管

理業務」の応募に関し、国有財産の使用許可を受けることが決定した場合には 

「                           」 
とフランチャイズ契約を締結することを証明いたします。 

 
 

令和  年  月  日 
 
 
財務省大臣官房会計課長 殿 

 
 

（郵便番号）   － 
住  所 

商号又は名称 

代表者氏名                   

     担当者氏名                   

     電話番号 

 

 

上記の者とフランチャイズ契約を締結いたします。 

 

（郵便番号）   － 
住  所 

商号又は名称 

代表者氏名                   

     担当者氏名                   

     電話番号 

 



（様式５） 

 

誓  約  書 

□ 私 

□ 当社       

は、下記１に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、使用許可を

受けた国有財産の使用に当たっては、下記２に掲げる使用等を行わないとともに、暴力団

員等による不当介入を受けた場合には、下記３の措置を行うことを誓約します。また、当

方が下記１に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国が警察当局へ

情報提供することに同意します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

⑴  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

  なお、役員等に変更があった場合は、速やかに様式６により変更後の役員等名簿を提

出します。 

 

２ 公序良俗に反する使用等 

  暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であること

が指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの

用に供されることを知りながら、使用許可物件を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡する

こと。 

 

 



３ 警察への通報等 

 ⑴ 使用許可物件を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運動標ぼうゴロ

（※１）、政治活動標ぼうゴロ（※２）、その他暴力団関係者から、不当要求又は業務

妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報し、

捜査上必要な協力を行うこと。 

⑵ ⑴による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容

を記載した書面により、許可者に報告すること。 

 

※１ 社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行

うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 

※２ 政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行

うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 

 

 

財務省大臣官房会計課長 殿 

 

令和 年 月 日 

 

住所又は所在地 

氏 名又は名 称 

 

 

 



（様式６） 

 

令和 年 月 日 

役 員 等 名 簿 

商号又は氏名 
 

所 在 地 
 

役 職 名 
（フリガナ） 

生年月日 性別 住所 
氏  名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（注）法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してく

ださい。 

 

 



（様式７）

審査項目 評価のポイント 配点 優秀 やや優秀 一般的
やや

劣っている
劣っている

１　販売予定の商品等
販売予定商品
販売予定商品数
販売機メーカー 等

４０点 40 30 20 10 0

２　販売価格 販売価格 ３０点 30 20 15 5 0

３　自動販売機の機能

キャッシュレス対応
環境配慮
省エネルギー
災害時対策　等

５点 5 4 3 2 0

４　自動販売機設置後のアフターサービス
商品補充
故障時対応
衛生管理方法　等

５点 5 4 3 2 0

提案された１㎡当たりの国有財産使用料に
設置予定面積を乗じて算出した額

合　　　　　計

審査基準表

提案額の最も高い者に２０点を付与し、それ以下の者は（提案額/最高額）×２０点を付与す
る。

１００点



（様式８） 

質  問  書 
 
公募件名：「財務省所属弦巻公務員宿舎内における清涼飲料水自動販売機の設置及び管理

業務」 
（令和  年  月  日） 

質 問 事 項 回 答 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会 社 名 
 
 

担 当 者 氏 名 
 
 

連絡先（Tel） 
 
 

連絡先（Fax） 
 
 

 



財 会 第  号 

令 和  年  月  日 

 

 

国 有 財 産 使 用 許 可 書（案） 
 

 

 殿 

 

 

財務省大臣官房会計課長  

            松田 康宏 

 

 

 

令和  年  月  日付第  号をもって申請のあった財務省大臣官房会計課管理の国有財産を

使用することについては、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第６項及び第１９条の規

定に基づき、下記の条件を付して許可する。 

この許可について不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の定めるところ

により、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に財務大臣に対して審査請求

をすることができる。なお、許可があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、許可につい

ての審査請求をすることができない。 

また、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の定めるところにより、この許可があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に、国（法務大臣）を被告として処分取消しの訴えを提起

することができる。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６月以内とする。なお、許可又は裁決の日から１年を経過したときは、処

分取消しの訴えを提起することができない。 

 

記 

 

（使用許可物件） 

第１条 使用を許可する物件は、次のとおりである。 

口座名及び所在地 区 分 数 量 備 考 

弦巻公務員宿舎 

東京都世田谷区弦巻５－６６０－４ 

（住居表示：世田谷区弦巻５－３３－８） 

建物 ㎡ 
使用部分 

別図のとおり 

（指定用途） 

第２条 使用を許可された者は、前条の物件を清涼飲料水自動販売機の設置の用に供しなければなら

ない。 

（使用許可期間） 

第３条 使用を許可する期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月３１日までとする。なお、使

用許可の更新は認めない。 

（使用料） 

第４条 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの使用料は、      円（うち消費税及

び地方消費税相当額      円）とする。 

２ 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る使用料については、改めて財務省大臣官房会計課

長（以下「会計課長」という。）から通知する。なお、使用料は毎年度改定するものとし、改定の

都度、当該年度分の使用料を会計課長から通知する。 

３ 前２項に定めるもののほか、別に定めるところにより、使用を許可された者は、共益費（共用部

分の電気使用料等共益の費用として応分の負担が必要なもの）及び使用許可物件に係る光熱費等実

費負担となるものについて、負担しなければならない。 



（使用料の納付） 

第５条 前条第１項に定める使用料は、歳入徴収官財務省大臣官房会計課長の発する納入告知書によ

り、指定期日までに納入しなければならない。 

（使用料の改定） 

第６条 会計課長は、経済情勢の変動、国有財産関係法の改廃その他の事情の変更に基づいて特に必

要があると認める場合には、使用料を改定することができる。 

（延滞金） 

第７条 指定期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、第２

項に定める率で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

２ 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文

に規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭和３２年大蔵省告示第８号）に定める率とする。 
（物件保全義務等） 

第８条 使用を許可した物件は、国有財産法第１８条第６項に規定する制限の範囲内で使用させるも

のであり、使用を許可された者は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。 

２ 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用を許可された者の負担とし、

その費用は請求しないものとする。 

３ 使用を許可された者は、当該施設の取締りに関し会計課長の命令に従わなければならない。 

（使用上の制限） 

第９条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された物件を第２条に指定す

る用途以外に供してはならない。 

２ 使用を許可された者は、使用を許可された物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。 

３ 使用を許可された者は、使用を許可された物件について修繕、模様替その他の行為をしようとす

るとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって会計課長の承認を受けなけ

ればならない。 

４ 使用を許可された者は、使用を許可された物件が所在する宿舎の入居者からの照会又は苦情等を

受け付けるための窓口を設置し、連絡先について会計課長及び入居者に周知するとともに、照会又

は苦情等があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。 

（使用許可の取消し） 

第 10 条 会計課長は、次の各号の１に該当するときは、使用許可の取消しをすることができる。 

 （１）使用を許可された者が許可条件に違背したとき 

 （２）使用を許可された者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若

しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 （３）使用を許可された者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 （４）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

 （５）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしているとき 

 （６）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき 

２ 会計課長は、使用を許可した物件を国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に

供するため必要が生じたときは、国有財産法第１９条で準用する同法２４条第１項の規定に基づき、

使用許可の取消しをすることができる。 

３ 会計課長が第１項の規定により使用許可の取消しをした場合、これにより使用を許可された者に

生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

４ 使用を許可された者は、会計課長が第１項の規定により使用許可の取消しをした場合において、

国に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 



（原状回復） 

第 11 条 会計課長が使用許可を取消したとき、又は使用を許可した期間が満了したときは、使用を

許可された者は、自己の負担で、直ちに、使用を許可された物件を原状に回復して返還しなければ

ならない。ただし、使用を許可した期間が満了した後、公募により改めて使用を許可された場合そ

の他会計課長が特に承認したときは、この限りでない。 

２ 使用を許可された者が、原状回復の義務を履行しないときは、会計課長は、使用を許可された者

の負担においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、会計課長に異議を申し

立てることができない。 

（損害賠償） 

第 12 条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された物件の全部又は一

部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用を許可された物件の損害額に相当する

金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定により使用を許可された物件

を原状回復した場合は、この限りでない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める義務を履行しないため損害

を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 13 条 使用許可の取消しが行われた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可された

物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還

の請求はしないものとする。 

（実地調査等） 

第 14 条 会計課長は、使用を許可した物件について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、そ

の維持使用に関し指示することができる。 

（疑義の決定） 

第 15 条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を生じたと

きは、会計課長の決定するところによるものとする。 




